
八尾市議会政務調査費の交付に関する条例施行規程
平成19年９月27日
議会規程第３号
直近改正　平成20年12月17日議会規程第２号

　（趣旨）

第１条　この規程は、八尾市議会政務調査費の交付に関する条例（平成13年八尾市条例第16号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（会派結成届等）
第２条　条例第５条第１項に規定する届出は、会派結成届（様式第１号）によるものとする。

２　条例第５条第２項に規定する届出は、会派異動届（様式第２号）によるものとする。

３　条例第５条第３項に規定する届出は、会派解散届（様式第３号）によるものとする。

　（交付申請）

第３条　条例第６条の政務調査費交付申請書は、様式第４号によるものとする。
　（交付決定）
第４条　条例第７条の政務調査費交付決定通知書は、様式第５号によるものとする。
　（交付請求）
第５条　条例第９条の政務調査費交付請求書は、様式第６号によるものとし、その請求は、交付日の５日前までに行うものとする。

　（使途基準）
第６条　条例第11条の使途基準は、別表のとおりとし、その運用細目は議長が別に定める。
　（収支報告書及び会計帳簿等）
第７条　条例第12条第１項の収支報告書は、様式第7号によるものとする。また、会計帳簿等のうち、会計帳簿は様式第８号、調査研究・研修費の活動記録簿は様式第９号、広聴費の活動記録簿は様式第９号の２、領収書貼付用紙は様式第10号、雇用契約書は様式第11号、政務調査業務勤務実績表は様式第12号及び事務所届は様式第13号によるものとする。

　（活動報告書）

第８条　条例第13条第1項の活動報告書は、様式第14号によるものとし、当該報告書には、その年度の政務調査活動において、その職務又は議会の構成員としての役割を果たしたことに関し、簡潔に記入するものとする。
２　前項の報告書には、議員にあっては日本工業規格Ａ列４番の原稿用紙３枚以内（以下「議員規格」という。）で、会派にあっては議員規格に所属議員数を乗じて得た枚数以内で記入するものとする。

３　第1項の報告書には写真を貼付することができる。この場合における当該写真の面積は、前項の規定による議員規格内によるものとする。
　（収支報告書及び会計帳簿の写しの送付）
第９条　議長は、議員又は各会派の代表者から第7条の収支報告書及び会計帳簿等が提出されたときは、収支報告書及び会計帳簿の写しを市長に送付するものとする。

　（活動報告書の公表）
第10条　条例第13条第２項の規定による活動報告書の公表は、当該活動報告書に記載された事項（議員名又は会派名を含む。）を本市のホームページに掲載すること等により行うものとする。

　（証拠書類等の整理保管）
第11条　議員又は会派の代表者は、政務調査費に関する契約書の原本その他の関係書類を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期限の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
　（収支報告書及び会計帳簿等の訂正）
第12条　議長に提出した収支報告書及び会計帳簿等を訂正しようとする場合には、議員又は会派の代表者は、議長に訂正届（様式第15号）を提出するものとする。

　（収支報告書、会計帳簿等及び活動報告書の閲覧）
第13条　条例第16条第２項の規定による収支報告書、会計帳簿等及び活動報告書の閲覧は、当該収支報告書及び会計帳簿等の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から行うことができる。

２　前項の閲覧は、市議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

３　収支報告書、会計帳簿等及び活動報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
４　収支報告書、会計帳簿等及び活動報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

５　前３項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。

６　前各項に定めるもののほか、第１項の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

　（会計責任者の引継）
第14条　政務調査費の会計責任者に変更があった場合には、直ちに会計帳簿等を後任者に引き継がなければならない。

　（委任）
第15条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

　　附　則

　この規程は、平成19年10月１日から施行する。
　　　附　則（平成20年12月17日議会規程第２号）

　この規程は、平成21年４月１日から施行し、同日以後交付を受ける政務調査費に係る分から適用する。
別表（第６条関係）

政務調査費使途基準

	項　　　目
	内　　　　　　　　　容



	調査研究
・

研修費
	研究会、研修会を開催するために必要な経費及び他の団体が開催する研究会、研修会に参加するために要する経費（会場費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等）並びに調査研究活動のために必要な先進地調査若しくは現地調査に要する経費

	資料作成費
	調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費（印刷製本費、翻訳料等）

	資料購入費
	調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

	広報費
	調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、ＰＲするために要する経費（広報紙、報告書印刷費、送料、会場費、ホームページ作成・更新費等）

	広聴費
	市民からの市政及び議会の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費（会場費、印刷費、茶菓子代等）

	日常活動費
	日常的に政務調査活動を行う経費で、かつ、主として案分を要する経費

	人件費
	調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

	事務所費
	調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費（事務所の賃借料、維持管理費等）

	事務費
	調査研究に係る事務遂行に必要な経費
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